
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
法
務
省
令
第
五
十
三
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
に
規
定
す
る
団
体
の
要
件
を

定
め
る
省
令

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項

の
下
欄
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能

実
習
の
項
の
下
欄
に
規
定
す
る
団
体
の
要
件
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
条
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下

欄
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
技
能
実
習
生
の
技
能
、
技
術
又
は
知
識
（
以
下
「
技
能
等
」
と
い
う
。
）
を
修
得
す
る
活
動
の
監
理
を
行
う

営
利
を
目
的
と
し
な
い
団
体
（
以
下
「
監
理
団
体
」
と
い
う
。
）
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
商
工
会
議
所
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
二
章
の
商
工
会
議
所
又
は
商
工
会
法
（
昭
和

三
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
章
の
商
工
会
（
実
習
実
施
機
関
（
本
邦
に
あ
る
事
業
所
に
お
い
て
技
能

実
習
を
実
施
す
る
法
人
（
親
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す

る
親
会
社
を
い
う
。
）
若
し
く
は
子
会
社
（
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
の
関
係
に
あ
る
複

数
の
法
人
又
は
同
一
の
親
会
社
を
も
つ
複
数
の
法
人
が
共
同
で
実
施
す
る
場
合
は
こ
れ
ら
複
数
の
法
人
）
又

は
個
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
商
工
会
議
所
又
は
商
工
会
の
会
員
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

ロ
　
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
条
の
中
小
企
業
団

体
（
実
習
実
施
機
関
が
当
該
中
小
企
業
団
体
の
組
合
員
又
は
会
員
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

ハ
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
章
の
職
業
訓
練
法
人

ニ
　
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
章
の
農
業
協
同
組
合
（
実
習
実
施
機
関

が
当
該
農
業
協
同
組
合
の
組
合
員
で
農
業
を
営
む
場
合
に
限
る
。
）

ホ
　
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
二
章
の
漁
業
協
同
組
合
（
実
習
実
施

機
関
が
当
該
漁
業
協
同
組
合
の
組
合
員
で
漁
業
を
営
む
場
合
に
限
る
。
）

ヘ
　
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二

条
の
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
（
ト
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ト
　
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
務
大
臣
が
告
示
を
も
っ
て
定
め
る
監
理
団
体

二
　
監
理
団
体
が
前
号
の
イ
か
ら
へ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
我
が
国
の
国
若
し
く
は
地
方
公
共

団
体
又
は
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
か
ら
資
金
そ
の
他
の
援
助
及
び
指
導
を
受
け
て
技
能
実
習
（
法
別
表
第
一
の

二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
ロ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
運
営
さ
れ
る
こ
と
。

二
の
二
　
監
理
団
体
が
、
不
正
行
為
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る

省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）
の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
活
動
の
項
下
欄
第
十
六
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
外
国
人
の
技
能
実
習
に
係
る
不
正
行
為
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
当
該
不
正
行
為
に
関
す
る
事
実
を

当
該
監
理
団
体
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
入
国
管
理
局
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
監
理
団
体
の
役
員
で
当
該
技
能
実
習
の
運
営
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
が
、
実
習
実
施
機
関
に
お
い
て
行

わ
れ
る
技
能
実
習
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
三
月
に
つ
き
少
な
く
と
も
一
回
監
査
を
行
う
ほ
か
、
監
理
団
体
に
お

い
て
実
習
実
施
機
関
に
よ
る
不
正
行
為
を
知
っ
た
場
合
は
直
ち
に
監
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
当
該
監
理
団
体

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
入
国
管
理
局
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
役
員
が
実

習
実
施
機
関
の
経
営
者
又
は
職
員
を
兼
務
す
る
と
き
は
、
当
該
実
習
実
施
機
関
の
監
査
に
つ
い
て
は
、
監
理
団

体
の
他
の
役
員
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
監
理
団
体
が
技
能
実
習
生
か
ら
の
相
談
に
対
応
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

五
　
実
習
実
施
機
関
に
お
け
る
技
能
実
習
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
、
監
理
団
体
が
新
た
な
実
習
実
施

機
関
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六
　
監
理
団
体
が
監
理
に
要
す
る
費
用
を
徴
収
す
る
場
合
は
、
技
能
実
習
生
を
受
け
入
れ
る
前
に
、
費
用
を
負
担

す
る
こ
と
と
な
る
機
関
に
対
し
て
そ
の
金
額
及
び
使
途
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
技
能
実
習
生
に
直
接
又
は
間

接
に
負
担
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

七
　
監
理
団
体
の
役
員
又
は
職
員
（
当
該
団
体
の
監
理
の
下
で
技
能
実
習
を
実
施
す
る
実
習
実
施
機
関
の
経
営
者

又
は
職
員
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
技
能
実
習
生
が
修
得
し
よ
う
と
す
る
技
能
等
に
つ

い
て
一
定
の
経
験
又
は
知
識
を
有
し
、
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
ロ
に
規
定
す

る
計
画
（
以
下
「
技
能
実
習
第
一
号
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
適
正
に
策
定
す
る
能
力
の
あ
る
者
が
当
該
計

画
を
策
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

八
　
監
理
団
体
の
役
員
又
は
職
員
が
、
実
習
実
施
機
関
に
お
い
て
行
わ
れ
る
技
能
実
習
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、

技
能
実
習
第
一
号
実
施
計
画
に
従
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
月
に
つ
き
少
な
く
と
も
一
回
当
該
実
習
実

施
機
関
の
所
在
地
に
赴
い
て
確
認
し
、
適
正
な
実
施
に
つ
い
て
指
導
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
当
該

指
導
に
係
る
文
書
を
作
成
し
、
そ
の
主
た
る
事
業
所
に
備
え
付
け
、
当
該
技
能
実
習
の
終
了
の
日
か
ら
一
年
以

上
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
二
条
　
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、

前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九

号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
七
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
六
条
に
規
定
す
る
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に

お
い
て
も
、
こ
の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
三
条
　
第
一
条
第
一
号
ヘ
に
規
定
す
る
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
に
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
社
団
法

人
又
は
特
例
財
団
法
人
を
含
む
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
法
務
省
令
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
に
規
定

す
る
団
体
の
要
件
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条
　
施
行
日
前
に
申
請
さ
れ
た
法
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
交
付
に
係
る
法
別
表
第
一
の
二
の
表

の
技
能
実
習
の
項
下
欄
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
要
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
一
条
　
施
行
日
前
に
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
き
交
付
を
受
け
た
証
明
書
又
は
査
証
を
受
け
た
旅
券
を
所

持
し
施
行
日
後
に
法
第
六
条
第
二
項
の
申
請
を
行
っ
た
者
に
係
る
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
下
欄

第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
要
件
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
後
に
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
き
交
付
を
受

け
た
証
明
書
を
所
持
し
法
第
六
条
第
二
項
の
申
請
を
行
っ
た
者
に
係
る
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項

下
欄
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
要
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

1


